
1.0

自動販売機を設置する施設の名称、所在地及び設置場所

設置する場所

・清涼飲料水、お茶、コーヒー
　（缶又はペットボトル）

・特になし

・電気代は実費を徴収(子メーターの設置は借受人が行うこと)

内　　容

・なかよし公園

・蟹江町桜二丁目４番地

・24時間開放

現在の販売内容及び
希望販売内容

電気の引き込み状況

その他特記事項

区　分

名　称

所在地

開庁日及び時間

ベンチ

トイレ
道路

道路

東屋

1.3

設置場所


